
報告第１１号  

専決処分した事件の報告について  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基

づき、議決を得た契約の変更について、裏面調書のとおり専決処分した

ので、同条第２項の規定により報告する。  

令和４年６月８日  

提出者  足立区長   近  藤  弥  生  

 



議案当初契約年月日 件　　名 金額変更(円) 工期変更

番号（変更年月日） ［契約の相手方］ ①議決金額 増減率 ①議決工期 変更理由

②変更後金額 （％） ②変更後工期

③変更金額

98 R3.9.30 旧千寿第五小学校解体工事 ①

令和3年 297,220,000

第3回足立区

議会定例会で

承認98号

[春日・共栄建設共同企業体]

(処分日) ②

R4.4.21 300,586,000

(契約変更日)

R4.4.21 ③

3,366,000 1.13%

68 R3.6.30 （仮称）北鹿浜小・鹿浜西小学校 ①

令和3年 統合校新築工事 3,678,400,000

第2回足立区

議会定例会で

承認68号

[似鳥・小倉・三和建設共同企業

(処分日) 体] ②

R4.4.27 3,691,963,000

(契約変更日)

R4.4.27 ③

13,563,000 0.37%

31 R4.3.2 勤労福祉会館大規模改修工事 ①

令和4年 241,890,000

第1回足立区

議会定例会で

承認31号

[小倉建設株式会社]

(処分日) ②

R4.5.25 243,562,000

(契約変更日)

R4.5.25 ③

1,672,000 0.69%

議決を得た契約の変更調書

（１）発生材運搬・処分先変更
（15km→40km）等
（２）地中障害物（旧校舎基礎
等）撤去・処分費追加等
（３）改良土搬入及び給水引込
管撤去の取止め

（１）インフレスライド条項の
適用

（１）公共工事設計労務単価に
係る特例措置の適用



議案当初契約年月日 件　　名 金額変更(円) 工期変更

番号（変更年月日） ［契約の相手方］ ①議決金額 増減率 ①議決工期 変更理由

②変更後金額 （％） ②変更後工期

③変更金額

32 R4.3.2 勤労福祉会館大規模改修機械設備 ①

令和4年 工事 151,250,000

第1回足立区

議会定例会で

承認32号

[正和工業株式会社　東京支社]

(処分日) ②

R4.5.25 152,174,000

(契約変更日)

R4.5.25 ③

924,000 0.61%

101 R3.9.30 竹の塚温水プールほか１か所大規 ①

令和3年 模改修電気設備工事 462,000,000

第3回足立区

議会定例会で

承認101号

[栗駒・馬場建設共同企業体]

(処分日) ②

R4.5.25 463,133,000

(契約変更日)

R4.5.25 ③

1,133,000 0.25%

（１）公共工事設計労務単価に
係る特例措置の適用

（１）インフレスライド条項の
適用


